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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象空間に虚像を表示させる表示部を制御する制御部と、
　前記表示部に加わる振動に関する振動情報を取得する取得部と、を備え、
　前記制御部は、前記振動情報に基づいて前記振動が第１閾値を超え、かつ、前記虚像の
視距離が第２閾値を超えると、前記虚像の表示態様を所定の変化態様に変化させ、
　前記所定の変化態様は、
　　前記虚像のうち少なくとも視距離が前記第２閾値を越えている部分について透過率を
下げること、
　　前記虚像の大きさを大きくすること、及び
　　前記虚像の視距離が前記第２閾値以下に収まるように前記虚像の形状を変更すること
の少なくとも１つを含む、
　表示システム。
【請求項２】
　前記振動は、前記表示部の姿勢の時間変化である
　請求項１に記載の表示システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示システムと、
　前記表示部に加わる前記振動を検知する検知システムとを備え、
　前記取得部は、前記検知システムから前記振動情報を取得する
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　情報提示システム。
【請求項４】
　対象空間に虚像を表示させる表示部を制御する制御部と、
　前記表示部に加わる振動に関する振動情報を取得する取得部と、を備えた表示システム
の制御方法であって、
　前記振動情報に基づいて前記振動が第１閾値を超え、かつ、前記虚像の視距離が第２閾
値を超えると、前記制御部が前記虚像の表示態様を所定の変化態様に変化させ、
　前記所定の変化態様は、
　　前記虚像のうち少なくとも視距離が前記第２閾値を越えている部分について透過率を
下げること、
　　前記虚像の大きさを大きくすること、及び
　　前記虚像の視距離が前記第２閾値以下に収まるように前記虚像の形状を変更すること
の少なくとも１つを含む、
　表示システムの制御方法。
【請求項５】
　コンピュータシステムに、
　請求項４に記載の表示システムの制御方法を実行させるためのプログラム。
【請求項６】
　請求項１又は２に記載の表示システムと、
　前記対象空間に前記虚像を表示させる表示部と、
　光透過性を有し、前記表示部から出射された光を反射することによって前記虚像を対象
者に視認させる反射部材と、を備える
　移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示システム、情報提示システム、表示システムの制御方法、プログラム、
及び移動体に関し、特に対象空間に虚像を表示する表示システム、情報提示システム、表
示システムの制御方法、プログラム、及び移動体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前方走行領域の物体を検出する車両周辺物体検出装置と、危険が潜在する危険潜
在領域を決定する危険潜在領域決定装置と、危険度処理装置と、警報出力装置とで構成さ
れる危険状況警報装置があった（例えば特許文献１参照）。危険度処理装置は、車両周辺
物体検出装置で得られた物体情報と危険潜在領域決定装置で得られた危険潜在領域を照合
し、危険潜在領域に存在する物体についての危険度を決定する。ここで、車両周辺物体検
出装置が前方走行領域で複数の障害物を検出すると、危険度処理装置は個々の障害物につ
いて危険度の設定を行い、警報出力装置が個々の障害物についての危険度を表示していた
。警報出力装置は、ヘッドアップディスプレイであり、危険度が高いと判断された障害物
を囲む赤枠を、障害物と重なって見える位置に表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２２１６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の危険状況警報装置において、危険状況警報装置を搭載した車両で振
動が発生すると、車両の振動によって警報出力装置（表示システム）が表示させた赤枠（
虚像）の位置が変動するため、障害物と赤枠の表示位置とがずれる可能性があった。
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【０００５】
　本開示の目的は、虚像の表示位置の位置ずれを目立ちにくくできる表示システム、情報
提示システム、表示方法、プログラム、及び移動体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様の表示システムは、対象空間に虚像を表示させる表示部の表示を制御す
る制御部と、前記表示部に加わる振動に関する振動情報を取得する取得部と、を備える。
前記制御部は、前記振動情報に基づいて前記振動が第１閾値を超え、かつ、前記虚像の視
距離が第２閾値を超えると、前記虚像の表示態様を所定の変化態様に変化させる。前記所
定の変化態様は、前記虚像のうち少なくとも視距離が前記第２閾値を越えている部分につ
いて透過率を下げること、前記虚像の大きさを大きくすること、及び前記虚像の視距離が
前記第２閾値以下に収まるように前記虚像の形状を変更することの少なくとも１つを含む
。
【０００７】
　本開示の一態様の情報提示システムは、前記表示システムと、前記表示部に加わる前記
振動を検知する検知システムとを備える。前記取得部は、前記検知システムから前記振動
情報を取得する。
【０００８】
　本開示の一態様の表示システムの制御方法は、対象空間に虚像を表示させる表示部の表
示を制御する制御部と、前記表示部に加わる振動に関する振動情報を取得する取得部と、
を備えた表示システムの制御方法である。一態様の表示システムの制御方法では、前記振
動情報に基づいて前記振動が第１閾値を超え、かつ、前記虚像の視距離が第２閾値を超え
ると、前記制御部が前記虚像の表示態様を所定の変化態様に変化させる。前記所定の変化
態様は、前記虚像のうち少なくとも視距離が前記第２閾値を越えている部分について透過
率を下げること、前記虚像の大きさを大きくすること、及び前記虚像の視距離が前記第２
閾値以下に収まるように前記虚像の形状を変更することの少なくとも１つを含む。
【０００９】
　本開示の一態様の表示システムのプログラムは、コンピュータシステムに、前記表示シ
ステムの制御方法を実行させるためのプログラムである。
【００１０】
　本開示の一態様の移動体は、前記表示システムと、前記対象空間に前記虚像を表示させ
る表示部と、光透過性を有し、前記表示部から出射された光を反射することによって前記
虚像を対象者に視認させる反射部材と、を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示によれば、虚像の表示位置の位置ずれを目立ちにくくできる表示システム、情報
提示システム、表示システムの制御方法、プログラム、及び移動体を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本開示の一実施形態に係る情報提示システムの構成を示す概念図である
。
【図２】図２は、本開示の一実施形態に係る表示システムを備える自動車の概念図である
。
【図３】図３は、同上の情報提示システムでの表示例を示す概念図である。
【図４】図４は、同上の情報提示システムの動作を説明するフローチャートである。
【図５】図５Ａ、図５Ｂは、同上の情報提示システムでの表示例を示す概念図である。
【図６】図６Ａ、図６Ｂは、同上の情報提示システムでの別の表示例を示す概念図である
。
【図７】図７Ａ、図７Ｂは、同上の情報提示システムでのまた別の表示例を示す概念図で



(4) JP 6796806 B2 2020.12.9

10

20

30

40

50

ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（実施形態）
　（１）概要
　本実施形態の表示システム１０は、図１に示すように、対象空間に虚像を表示（投影）
する表示部４０と、表示部４０に加わる振動に関する振動情報を取得する取得部６と、表
示部４０を制御する制御部５とを備えている。取得部６、表示部４０、制御部５について
は「（２）構成」で詳細に説明する。
【００１４】
　本実施形態の表示システム１０は、図２に示すように、例えば、移動体としての自動車
１００に用いられるヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ：Head-Up Display）である。表
示システム１０は、自動車１００のウインドシールド１０１（反射部材）に下方から画像
を投影するように、自動車１００の車室内に設置されている。図２の例では、ウインドシ
ールド１０１の下方のダッシュボード１０２内に、表示システム１０が配置されている。
表示システム１０からウインドシールド１０１に画像が投影されると、反射部材としての
ウインドシールド１０１で反射された画像がユーザ２００（運転者）に視認される。
【００１５】
　このような表示システム１０によれば、ユーザ２００は、自動車１００の前方（車外）
に設定された対象空間４００に虚像３００が投影されているように視認する。ここで、「
前方」とは自動車１００が前進する方向であり、自動車１００が前進又は後進する方向を
前後方向という。「虚像」は、表示システム１０から出射される光がウインドシールド１
０１等の反射物にて発散するとき、その発散光線によって、実際に物体があるように結ば
れる像を意味する。ウインドシールド１０１は光透過性を有しており、対象者であるユー
ザ２００はウインドシールド１０１を通して自動車１００の前方の対象空間４００を見る
ことができる。そのため、ユーザ２００は、自動車１００の前方に広がる実空間に重ねて
、表示システム１０にて投影される虚像３００を見ることができる。したがって、表示シ
ステム１０によれば、例えば、車速情報、ナビゲーション情報、歩行者情報、前方車両情
報、車線逸脱情報、及び車両コンディション情報等の、種々の運転支援情報を、虚像３０
０として表示し、ユーザ２００に視認させることができる。これにより、ユーザ２００は
、ウインドシールド１０１の前方に視線を向けた状態から僅かな視線移動だけで、運転支
援情報を視覚的に取得することができる。
【００１６】
　本実施形態の表示システム１０では、対象空間４００に形成される虚像３００は、少な
くとも第１虚像３０１と第２虚像３０２との２種類の虚像を含んでいる。ここでいう「第
１虚像」は、第１仮想面５０１上に形成される虚像３００（３０１）である。「第１仮想
面」は、表示システム１０の光軸５００に対する傾斜角度αが所定値γよりも小さい（α
＜γ）仮想面である。また、ここでいう「第２虚像」は、第２仮想面５０２上に形成され
る虚像３００（３０２）である。「第２仮想面」は、表示システム１０の光軸５００に対
する傾斜角度βが所定値γよりも大きい（β＞γ）仮想面である。ここでいう「光軸」は
、後述する投影光学系４（図１参照）の光学系の光軸であって、対象空間４００の中心を
通り虚像３００の光路に沿った軸を意味する。所定値γは一例として４５度であって、傾
斜角度βは一例として９０度である。
【００１７】
　また、本実施形態の表示システム１０では、対象空間４００に形成される虚像３００は
、第１虚像３０１及び第２虚像３０２に加えて、第３虚像３０３（図３参照）を含んでい
る。「第３虚像」は、第２虚像３０２と同様に、光軸５００に対する傾斜角度βが所定値
γよりも大きい第２仮想面５０２上に形成される虚像３００（３０３）である。詳しくは
後述するが、第２仮想面５０２上に形成される虚像３００のうち、可動スクリーン１ａを
透過する光によって形成される虚像が第２虚像３０２であって、固定スクリーン１ｂを透
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過する光によって形成される虚像が第３虚像３０３である。
【００１８】
　本実施形態では、光軸５００は、自動車１００の前方の対象空間４００において、自動
車１００の前方の路面６００に沿っている。そして、第１虚像３０１は、路面６００に略
平行な第１仮想面５０１上に形成され、第２虚像３０２及び第３虚像３０３は、路面６０
０に対して略垂直な第２仮想面５０２上に形成される。例えば、路面６００が水平面であ
る場合には、第１虚像３０１は水平面に沿って表示され、第２虚像３０２及び第３虚像３
０３は鉛直面に沿って表示されることになる。
【００１９】
　図３は、ユーザ２００の視野を示す概念図である。本実施形態の表示システム１０によ
れば、図３に示すように、路面６００に沿って奥行きをもって視認される第１虚像３０１
と、ユーザ２００から一定距離の路面６００上に直立して視認される第２虚像３０２及び
第３虚像３０３とを表示可能である。したがって、ユーザ２００においては、第１虚像３
０１については路面６００に略平行な平面上にあるように見え、第２虚像３０２及び第３
虚像３０３については路面６００に対して略垂直な平面上にあるように見える。第１虚像
３０１は、一例として、ナビゲーション情報として自動車１００の進行方向を示す情報で
あり、路面６００上に右折又は左折を示す矢印を提示すること等が可能である。第２虚像
３０２は、一例として、前方車両又は歩行者までの距離を示す情報であり、前方車両上に
前方車両までの距離（車間距離）を提示すること等が可能である。第３虚像３０３は、一
例として、現在時刻、車速情報、及び車両コンディション情報であり、例えば文字、数字
、及び記号、又は燃料計等のメータにてこれらの情報を提示すること等が可能である。
【００２０】
　（２）構成
　本実施形態の表示システム１０は、図１に示すように、複数のスクリーン１ａ，１ｂと
、駆動部２と、照射部３と、投影光学系４と、制御部５と、取得部６と、を備えている。
本実施形態では、投影光学系４は、照射部３とともに、対象空間４００（図２参照）に虚
像３００（図２参照）を投影（表示）する表示部４０を構成する。
【００２１】
　また、本実施形態の情報提示システム２０は、表示システム１０と、検知システム７と
、を備えている。
【００２２】
　複数のスクリーン１ａ，１ｂは、固定スクリーン１ｂ、及び可動スクリーン１ａを含ん
でいる。固定スクリーン１ｂは、表示システム１０の筐体等に対して定位置に固定されて
いる。可動スクリーン１ａは、基準面５０３に対して角度θだけ傾斜している。更に、可
動スクリーン１ａは、基準面５０３に直交する移動方向Ｘに、移動可能に構成されている
。ここでいう「基準面」は、可動スクリーン１ａの移動方向を規定する仮想平面であって
、実在する面ではない。可動スクリーン１ａは、基準面５０３に対して角度θだけ傾斜し
た姿勢を維持したまま、移動方向Ｘ（図１に矢印Ｘ１－Ｘ２で示す方向）に直進移動可能
に構成されている。以下、可動スクリーン１ａと固定スクリーン１ｂとを特に区別しない
場合、複数のスクリーン１ａ，１ｂの各々を「スクリーン１」と呼ぶこともある。
【００２３】
　スクリーン１（可動スクリーン１ａ及び固定スクリーン１ｂの各々）は、透光性を有し
ており、対象空間４００（図２参照）に虚像３００（図２参照）を形成するための画像を
形成する。すなわち、スクリーン１には、照射部３からの光によって画像が描画され、ス
クリーン１を透過する光により、対象空間４００に虚像３００が形成される。スクリーン
１は、例えば、光拡散性を有し、矩形に形成された板状の部材からなる。スクリーン１は
、照射部３と投影光学系４との間に配置されている。
【００２４】
　駆動部２は、可動スクリーン１ａを移動方向Ｘに移動させる。ここで、駆動部２は、可
動スクリーン１ａを、移動方向Ｘに沿って、投影光学系４に近づく向きと、投影光学系４
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から離れる向きとの両方に移動させることができる。駆動部２は、例えば、ボイスコイル
モータ等の電気駆動型のアクチュエータからなり、制御部５からの第１制御信号に従って
動作する。
【００２５】
　照射部３は、走査型の光照射部であって、可動スクリーン１ａ又は固定スクリーン１ｂ
に対して光を照射する。照射部３は、光源３１及び走査部３２を有している。この照射部
３は、光源３１及び走査部３２の各々が制御部５からの第２制御信号を従って動作する。
【００２６】
　光源３１は、レーザ光を出力するレーザモジュールからなる。この光源３１は、赤色（
Ｒ）のレーザ光を出力する赤色レーザダイオードと、緑色（Ｇ）のレーザ光を出力する緑
色レーザダイオードと、青色（Ｂ）のレーザ光を出力する青色レーザダイオードと、を含
んでいる。これら３種類のレーザダイオードから出力される３色のレーザ光は、例えば、
ダイクロイックミラーにより合成され、走査部３２に入射する。
【００２７】
　走査部３２は、光源３１からの光を走査することにより、可動スクリーン１ａ又は固定
スクリーン１ｂの一面上を走査する光を可動スクリーン１ａ又は固定スクリーン１ｂに照
射する。ここで、走査部３２は、可動スクリーン１ａ又は固定スクリーン１ｂの一面に対
し、二次元的に光を走査する、ラスタスキャン（Raster Scan)を行う。
【００２８】
　投影光学系４は、照射部３から出力されスクリーン１を透過する光が入射光として入射
し、入射光により、対象空間４００（図２参照）に虚像３００（図２参照）を投影する。
ここで、投影光学系４は、スクリーン１に対して可動スクリーン１ａの移動方向Ｘに並ぶ
ように配置されている。投影光学系４は、図１に示すように、拡大レンズ４１、第１ミラ
ー４２、及び第２ミラー４３を有している。
【００２９】
　拡大レンズ４１、第１ミラー４２、及び第２ミラー４３は、スクリーン１を透過した光
の経路上に、この順で配置されている。拡大レンズ４１は、スクリーン１から移動方向Ｘ
に沿って出力される光が入射するように、スクリーン１から見て移動方向Ｘにおける照射
部３とは反対側（第１の向きＸ１側）に配置されている。拡大レンズ４１は、照射部３か
らの光によりスクリーン１に形成された画像を拡大し、第１ミラー４２に出力する。第１
ミラー４２は、拡大レンズ４１からの光を第２ミラー４３に向けて反射する。第２ミラー
４３は、第１ミラー４２からの光を、ウインドシールド１０１（図２参照）に向けて反射
する。すなわち、投影光学系４は、照射部３からの光によってスクリーン１に形成される
画像を、拡大レンズ４１にて拡大し、ウインドシールド１０１に投影することで、対象空
間４００に虚像３００を投影する。ここで、拡大レンズ４１の光軸が、投影光学系４の光
軸５００となる。
【００３０】
　取得部６は、自動車１００の本体１１０に加わる振動、つまり本体１１０に搭載された
表示部４０に加わる振動に関する振動情報を検知システム７から取得する。また、取得部
６は、対象空間４００に存在する検知対象の検出情報、自動車１００の位置に関する情報
（「位置情報」とも言う。）、及び自動車１００の状態に関する情報（「車両情報」とも
言う。）を取得する。ここで、検知対象とは、対象空間４００に存在する物体のうち、自
動車１００が衝突する可能性がある物体等である。この種の物体としては、対象空間４０
０に存在する人、動物、自転車、自動車、自動二輪車、車椅子、ベビーカー等の移動物体
、信号機、街路灯、電柱等の固定物体、落下物等の可動物体等がある。
【００３１】
　検知システム７は、自動車１００の本体に加わる振動を検知するための振動検知部７１
を備えている。振動検知部７１は、例えば自動車１００の本体１１０の姿勢（傾斜）を検
出するジャイロセンサ又は傾斜センサを有する。振動検知部７１は、ジャイロセンサ又は
傾斜センサの出力をもとに、一定時間（例えば１～数秒程度の時間）における本体１１０
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の姿勢の時間変化から本体１１０（つまり表示部４０）に加わる振動を検出する。つまり
、振動検知部７１は、一定時間における本体１１０の姿勢（例えば傾斜角）の変化量を、
表示部４０に加わる振動の大きさ（例えば振幅）として検出する。そして、振動検知部７
１は、振動の大きさの検出値を、表示部４０に加わる振動に関する振動情報として表示シ
ステム１０に出力する。なお、制御部５は、一定時間における本体１１０の姿勢（傾斜角
）の変化量から振動の振幅を求め、所定期間における振幅の平均値、最大値、最小値、中
央値等を振動情報として表示システム１０に出力してもよい。
【００３２】
　なお、振動検知部７１は、本体１１０の姿勢（傾斜）を検出するジャイロセンサ又は傾
斜センサを有するものに限定されず、表示部４０に加わる振動を検出可能であればその構
成は適宜変更可能である。例えば、振動検知部７１は、本体１１０に加わる加速度を検出
する加速度センサを備えてもよく、加速度センサの出力値をもとに表示部４０に加わる振
動を検出してもよい。また、振動検知部７１は、圧電型の振動センサを備え、振動センサ
の出力から表示部４０に加わる振動を検出してもよい。
【００３３】
　また、検知システム７は、例えばカメラ、ライダ（ＬｉＤＡＲ：Light Detection and 
Ranging）、ソナーセンサ、レーダ等のうち少なくとも１つのセンサを備え、自動車１０
０（自車）の周辺に存在する検知対象を検出する。検知システム７は、自動車１００から
検知対象までの距離、検知対象の自動車１００に対する相対座標、検知対象と自動車１０
０との相対速度、等の情報を検知対象に関する検出情報として求める。
【００３４】
　また、検知システム７は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）を用いて自
動車１００の現在位置を求め、自動車１００の現在位置をもとに自動車１００の位置に関
する位置情報を検出する。検知システム７は、自動車１００の現在位置をもとに、現在位
置の周辺のマップ情報を取得する。検知システム７は、マップ情報を記憶するメモリから
現在位置の周辺のマップ情報を取得してもよいし、検知システム７又は自動車１００が備
える移動体通信部が外部のサーバと通信することによって外部のサーバからマップ情報を
取得してもよい。ここで、位置情報は、例えば、自動車１００の現在位置における道路（
交通路）の情報である。位置情報は、例えば、道路の車線数、車道幅、歩道の有無、勾配
、カーブの曲率、歩道の有無等の情報、現在位置が交差点（十字路、丁字路等の交差点）
であるか否かの情報、道路が一方通行か否かの情報等である。
【００３５】
　また、検知システム７は、先進運転支援システム（ＡＤＡＳ：Advanced Driver Assist
ance System）等から自動車１００の状態に関する車両情報を取得してもよい。車両情報
は、自動車１００自体のローカルな状態を表す情報であって、自動車１００に搭載された
センサにて検出可能な情報である。車両情報の具体例としては、自動車１００の移動速度
（走行速度）、自動車１００にかかる加速度、アクセルペダルの踏込量（アクセル開度）
、ブレーキペダルの踏込量、舵角、並びにドライバモニタで検出される運転者の脈拍、表
情、及び視線等がある。更に、車幅、車高、全長、及びアイポイント等の、自動車１００
に固有のデータも、車両情報に含まれる。
【００３６】
　なお、検知システム７が備える振動検知部７１は、先進運転支援システムと共用されて
もよい。
【００３７】
　制御部５は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及びメモリを主構成とする
マイクロコンピュータにて構成されている。言い換えれば、制御部５は、ＣＰＵ及びメモ
リを有するコンピュータにて実現されており、ＣＰＵがメモリに格納されているプログラ
ムを実行することにより、コンピュータが制御部５として機能する。プログラムは、ここ
では制御部５のメモリに予め記録されているが、インターネット等の電気通信回線を通じ
て、又はメモリカード等の記録媒体に記録されて提供されてもよい。
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【００３８】
　制御部５は、駆動部２、照射部３を制御することによって、表示部４０の表示を制御す
る。制御部５は、第１制御信号で駆動部２を制御し、第２制御信号で照射部３を制御する
。また、制御部５は、駆動部２の動作と照射部３の動作とを同期させるように構成されて
いる。更に、制御部５は、図１に示すように、駆動制御部５１、及び表示制御部５２とし
ての機能を有している。
【００３９】
　駆動制御部５１は、駆動部２を制御することにより、可動スクリーン１ａを基準位置に
対して相対的に移動させる。ここでいう「基準位置」は、可動スクリーン１ａの移動範囲
における規定位置に設定された位置である。駆動制御部５１は、可動スクリーン１ａを透
過する光により対象空間４００に第２虚像３０２を投影するために可動スクリーン１ａを
移動させるのであり、照射部３による可動スクリーン１ａへの描画と同期して駆動部２を
制御する。
【００４０】
　表示制御部５２は、取得部６が取得した検出情報、位置情報、及び車両情報に基づいて
、表示部４０が対象空間４００に投影する虚像３００の内容（コンテンツ）、及び虚像３
００を投影する視距離を決定する。ここにおいて、虚像３００を投影する視距離とは、ユ
ーザ２００の目（アイポイント）から虚像３００までの距離のことをいう。路面６００に
略平行な第１仮想面５０１に沿って表示される第１虚像３０１の場合、第１虚像３０１に
おいてユーザ２００の目から最も遠い部位と最も近い部位とで視距離が異なっている。な
お、取得部６は検出情報、位置情報、及び車両情報のうち少なくとも１つの情報を取得す
ればよく、表示制御部５２は、検出情報、位置情報、及び車両情報のうち取得部６が取得
した情報に基づいて虚像３００の内容及び視距離を決定してもよい。
【００４１】
　また、表示制御部５２は、取得部６が取得した振動情報に基づいて、表示部４０にかか
る振動が所定の第１閾値を超え、虚像３００（第１虚像３０１又は第２虚像３０２からな
る）の視距離が第２閾値を超えると、表示部４０が表示する虚像３００の表示態様を変化
させる。例えば、路面６００の凹凸等で自動車１００の本体１１０が振動すると、本体１
１０の振動に応じて表示部４０が振動するので、表示部４０によって対象空間４００に投
影される虚像３００にぶれが発生する。このような虚像３００のぶれは、ユーザ２００か
ら虚像３００までの視距離が長いほど顕著になる。虚像３００が実空間に存在する物体に
重なる位置や対応する位置に表示される場合、虚像３００のぶれが大きくなると、虚像３
００と実空間に存在する物体との位置がずれて、表示システム１０は意図した表示が行え
なくなる可能性がある。そこで、表示制御部５２は、表示部４０に加わる振動が所定の第
１閾値を超え、虚像３００の視距離が第２閾値を超えると、振動によって発生する虚像３
００の表示位置のぶれが目立たなくなるように、虚像３００の表示態様を変化させる。
【００４２】
　ここにおいて、虚像３００の表示態様を変化させるとは、対象空間４００に投影する虚
像３００を視覚的に変化させることを意味し、ユーザ２００によって視認させる虚像３０
０の状態を変化させることを意味する。本実施形態では表示制御部５２が、虚像３００の
透過率、大きさ、形状、色、輪郭等のうちの１つ又は複数を変化させることで、虚像３０
０の表示態様を変化させている。また、表示部４０にかかる振動とは、例えば、自動車１
００の本体１１０が左右の軸まわりに揺動（ピッチング）することによって発生する振動
であり、道路のうねり、路面の凹凸等によって発生する振動である。自動車１００の場合
、このような振動は、例えば１Ｈｚ前後の周期で定常的に発生する低周波の振動である。
第１閾値は、表示部４０にかかる振動に対して予め設定されたしきい値である。第１閾値
は、例えば、振動の大きさ（例えば振幅）の時間変化に対するしきい値であり、本体１１
０のピッチ角が±０．５度の範囲で変動する場合の時間変化に相当する値に設定されてい
る。第２閾値は、虚像３００の視距離に対して予め設定された閾値であり、振動によって
虚像３００のぶれが目立ちやすくなる距離に設定されていればよい。第２閾値は、例えば
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５０～１００ｍ程度の距離に設定されていればよく、本実施形態では５０ｍに設定されて
いる。
【００４３】
　（３）動作
　以下、本実施形態の情報提示システム２０（表示システム１０）の基本的な動作につい
て説明する。制御部５は、照射部３を制御し、可動スクリーン１ａに対して照射部３から
光を照射する。このとき、可動スクリーン１ａには、可動スクリーン１ａの一面上を走査
する光が照射部３から照射される。これにより、可動スクリーン１ａには、画像が形成（
投影）される。更に、照射部３からの光は可動スクリーン１ａを透過し、投影光学系４か
らウインドシールド１０１に照射される。これにより、可動スクリーン１ａに形成された
画像は、自動車１００の車室内であってウインドシールド１０１の下方から、ウインドシ
ールド１０１に投影される。
【００４４】
　投影光学系４からウインドシールド１０１に画像が投影されると、ウインドシールド１
０１は、投影光学系４からの光を、車室内のユーザ２００（運転者）に向けて反射する。
これにより、ウインドシールド１０１で反射された画像が、ユーザ２００に視認される。
ユーザ２００には、自動車１００の前方（車外）に虚像３００（第１虚像３０１又は第２
虚像３０２）が投影されているように見える。その結果、自動車１００の前方（車外）に
投影された虚像３００（第１虚像３０１又は第２虚像３０２）を、ウインドシールド１０
１越しに見ているように、ユーザ２００に視認される。
【００４５】
　具体的には、制御部５が移動方向Ｘにおいて可動スクリーン１ａを固定した状態で可動
スクリーン１ａの一面上に光を走査させることで、路面６００に沿って奥行きをもって視
認される第１虚像３０１が形成される。また、制御部５が、可動スクリーン１ａの一面に
おける輝点から投影光学系４までのＸ方向の距離が一定となるように可動スクリーン１ａ
を移動させながら、可動スクリーン１ａの一面上に光を走査させる。この結果、ユーザ２
００から一定距離の路面６００上に直立して視認される第２虚像３０２が形成される。
【００４６】
　ここで、制御部５は、可動スクリーン１ａに対して照射部３から光が照射されている期
間において、駆動制御部５１にて駆動部２を制御し、可動スクリーン１ａを移動方向Ｘに
移動させる。可動スクリーン１ａの一面における照射部３からの光の照射位置、つまり輝
点の位置が同じ場合、可動スクリーン１ａが第１の向きＸ１に移動すると、ユーザ２００
の目（アイポイント）から虚像３００までの距離（視距離）は、短くなる。反対に、可動
スクリーン１ａの一面における輝点の位置が同じ場合に、可動スクリーン１ａが第２の向
きＸ２に移動すると、虚像３００までの視距離は、長く（遠く）なる。つまり、虚像３０
０までの視距離は移動方向Ｘにおける可動スクリーン１ａの位置によって変化する。
【００４７】
　例えば、第１虚像３０１の視距離を変更する場合には、制御部５は、視距離に応じて可
動スクリーン１ａをＸ方向に移動させ、移動後の位置で可動スクリーン１ａを固定した状
態にして可動スクリーン１ａの一面上に光を走査させる。第２虚像３０２の視距離を変更
する場合には、制御部５は、視距離に応じて可動スクリーン１ａをＸ方向に移動させる。
制御部５は、移動後の位置を基準にして輝点から投影光学系４までのＸ方向の距離が一定
となるように可動スクリーン１ａを移動させながら、可動スクリーン１ａの一面上に光を
走査させる。
【００４８】
　また、制御部５は、照射部３を制御し、固定スクリーン１ｂに対して照射部３から光を
照射する。このとき、固定スクリーン１ｂには、固定スクリーン１ｂの一面上を走査する
光が照射部３から照射される。これにより、可動スクリーン１ａに光を照射する場合と同
様に、固定スクリーン１ｂには画像が形成（投影）され、ウインドシールド１０１に画像
が投影される。その結果、ユーザ２００は、自動車１００の前方（車外）に投影された虚
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像３００（第３虚像３０３）を、ウインドシールド１０１越しに視認することができる。
ここで、第３虚像３０３は、位置が固定された固定スクリーン１ｂに投影された光で形成
されるので、第３虚像３０３は、ユーザ２００から所定の距離（例えば２～３ｍ）の路面
６００上に直立して視認される。
【００４９】
　本実施形態の表示システム１０では、走査部３２が可動スクリーン１ａの縦方向（可動
スクリーン１ａの基準面５０３に対して傾斜した方向）に１往復する１周期の間に、第１
虚像３０１、第２虚像３０２、及び第３虚像３０３の全てを投影可能である。具体的には
、表示部４０は、可動スクリーン１ａ、固定スクリーン１ｂの順に光を走査する「往路」
において、まずは可動スクリーン１ａに光を照射して第１虚像３０１を投影し、その後、
固定スクリーン１ｂに光を照射して第３虚像３０３を表示する。それから、表示部４０は
、固定スクリーン１ｂ、可動スクリーン１ａの順に光を走査する「復路」において、まず
は固定スクリーン１ｂに光を照射して第３虚像３０３を表示し、その後、可動スクリーン
１ａに光を照射して第２虚像３０２を投影する。
【００５０】
　したがって、走査部３２が縦方向に走査する１周期の間に、対象空間４００には、第１
虚像３０１、第３虚像３０３、及び第２虚像３０２が投影される。照射部３における縦方
向の走査が比較的高速で行われることにより、ユーザ２００においては、第１虚像３０１
、第３虚像３０３、及び第２虚像３０２が同時に表示されているように視認される。照射
部３における縦方向の走査の周波数は、一例として、６０Ｈｚ以上である。
【００５１】
　次に、本実施形態の情報提示システム２０が、検知システム７が検知した振動情報に応
じて虚像の表示態様を変化させる動作について図４を参照して説明する。
【００５２】
　自動車１００の運転者であるユーザ２００がイグニッションスイッチ等を操作すること
によって、情報提示システム２０（表示システム１０及び検知システム７）に電力が供給
されると、情報提示システム２０が動作を開始する。
【００５３】
　表示システム１０の取得部６は、検知システム７から対象空間４００に存在する検知対
象の検出情報、自動車１００の位置に関する位置情報、及び自動車１００の状態に関する
車両情報を定期又は不定期に取得する。
【００５４】
　表示制御部５２は、取得部６が取得した検出情報、位置情報、及び車両情報に基づいて
、表示部４０が対象空間４００に投影する虚像３００の内容（コンテンツ）を作成し（Ｓ
１）、作成した虚像３００を投影する視距離を算出する（Ｓ２）。
【００５５】
　また、取得部６は、検知システム７の振動検知部７１から自動車１００の本体１１０に
加わる振動、つまり表示部４０に加わる振動の振動情報を取得する（Ｓ３）。
【００５６】
　制御部５は、取得部６が取得した振動情報をもとに、振動の大きさと第１閾値との大小
を比較する（Ｓ４）。
【００５７】
　振動の大きさの時間変化が第１閾値以下であれば（Ｓ４：Ｎｏ）、制御部５の駆動制御
部５１が駆動部２及び照射部３を制御して、ステップＳ１で作成した虚像３００を表示部
４０により対象空間４００に投影させる（Ｓ７）。
【００５８】
　振動の大きさの時間変化が第１閾値を超えていれば（Ｓ４：Ｙｅｓ）、制御部５は、ス
テップＳ２で算出した視距離と第２閾値との大小を比較する（Ｓ５）。
【００５９】
　ステップＳ２で算出した視距離が第２閾値以下であれば（Ｓ５：Ｎｏ）、制御部５の駆
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動制御部５１が駆動部２及び照射部３を制御して、ステップＳ１で作成した虚像３００を
表示部４０により対象空間４００に投影させる（Ｓ７）。
【００６０】
　一方、ステップＳ２で算出した視距離が第２閾値を超えていれば（Ｓ５：Ｙｅｓ）、制
御部５の表示制御部５２は、ステップＳ１で作成した虚像３００の内容（コンテンツ）を
変更する（Ｓ６）。
【００６１】
　例えば、図５ＡはステップＳ１で作成された虚像３０４，３０６の一例である。虚像３
０６は、自動車１００（自車）の車両情報を表示するための第３虚像３０３であり、視距
離は数ｍである。虚像３０４は、自動車１００（自車）の進路を示す第１虚像３０１であ
る。虚像３０４は、２つ先の交差点で左折するように指示するための虚像３００であり、
虚像３０４の先端部分の視距離は例えば８０ｍである。制御部５は、虚像３０６の視距離
が第２閾値以下であるので、虚像３０６についてはコンテンツを変更せずに、表示部４０
により対象空間４００に投影させる。一方、虚像３０４の先端部分（図５ＡのＸ１部）の
視距離は第２閾値を超えているので、表示制御部５２は、虚像３０４のうち視距離が第２
閾値を超えている先端部分について表示態様を変更する。図５Ｂの例では、表示制御部５
２は、虚像３０４の先端部分の透過率を下げるように、虚像３０４のコンテンツを変更す
る。これにより、変更後の虚像３０４Ａの先端部分（図５ＢのＸ２部）の視認性が、変更
前の虚像３０４の先端部分に比べて低下し、変更後の虚像３０４Ａのうち先端部分以外の
部位に比べても低下する。したがって、表示部４０に加わる振動によって虚像３０４Ａの
表示位置がぶれたとしても、ユーザ２００が虚像３０４Ａのぶれに気付きにくくなり、虚
像３０４Ａの表示位置の位置ずれを目立ちにくくできる。
【００６２】
　このようにして、虚像３０４の表示態様が変更されると、制御部５の駆動制御部５１が
駆動部２及び照射部３を制御して、ステップＳ６で表示態様が変更された虚像３０４Ａを
表示部４０により対象空間４００に投影させる（Ｓ７）。
【００６３】
　表示システム１０は、上記したステップＳ１～Ｓ７までの処理を所定の時間間隔（例え
ば１／６０秒）で繰り返し実行することで、対象空間４００に虚像３００を投影する。な
お、制御部５は、ステップＳ７で虚像３０４の内容（コンテンツ）を一旦変更すると、振
動が第１閾値以下になるか、又は、視距離が第２閾値以下になってから所定の待機時間の
経過後に、虚像３０４の内容を変更前の状態に戻せばよい。これにより、虚像３０４の内
容（コンテンツ）が頻繁に変更されにくくなる。
【００６４】
　なお、図４のフローチャートは一例であって、処理のフローは適宜変更可能であり、ス
テップＳ４及びステップＳ５の判定を行った後に、虚像３００の内容（コンテンツ）を作
成してもよい。また、ステップＳ４での２値の比較において、２値が等しい場合を含むか
否かは、第１閾値の設定次第で任意に変更できるので、制御部５は、振動の大きさの時間
変化が第１閾値以上であるか否かを判断するように構成されてもよい。換言すれば、制御
部５は、振動の大きさの時間変化が第１閾値未満であるか否かを判断するように構成され
てもよい。同様に、ステップＳ４での２値の比較において、制御部５は、視距離が第２閾
値以上であるか否かを判断するように構成されてもよい。換言すれば、制御部５は、視距
離が第２閾値未満であるか否かを判断するように構成されてもよい。
【００６５】
　また、図５Ｂの例では、表示制御部５２は、表示部４０に加わる振動が第１閾値を超え
ている場合に、虚像３０４のうち視距離が第２閾値を超えている部分の透過率を下げてい
るが、表示態様の変更は透過率を下げることに限定されない。表示制御部５２は、虚像３
０４（３００）の透過率、大きさ、形状、色、輪郭等のうちの１つ又は複数を変化させる
ことで、虚像３００の表示態様を変化させればよい。
【００６６】
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　例えば、表示部４０が対象空間４００に図６Ａに示すような虚像３０４を投影している
状態で、振動が第１閾値を超え、視距離が第２閾値を超えた場合、表示制御部５２は、振
動による虚像３０４のぶれが目立たないように、虚像３０４の形状を変更してもよい。具
体的には、表示制御部５２は、視距離が第２閾値以下に収まるように形状を変更した虚像
３０４Ｂ（図６Ｂ参照）を対象空間４００に表示する。変更前の虚像３０４は２つ先の交
差点での左折を指示する虚像であるので、虚像３０４の先端部分の視距離は約８０ｍであ
り、第２閾値を超えている。それに対して、変更後の虚像３０４Ｂは１つ先の交差点で直
進するように指示する虚像であり、虚像３０４Ｂの先端部分の視距離は第２閾値よりも短
くなっている。これにより、表示部４０に加わる振動が第１閾値を超えた場合でも、虚像
３０４Ｂのぶれが目立ちにくくなり、虚像３０４Ｂの表示位置の位置ずれが目立ちにくく
なる。
【００６７】
　また、振動が第１閾値を超え、虚像３００の視距離が第２閾値を超えた場合、制御部５
は、振動による虚像３００のぶれが目立たないように、虚像３００の大きさを変更しても
よい。例えば、図７Ａに示すように、表示部４０が路面６００にある落下物７００を囲む
円形の虚像３０５を投影している状態で、振動が第１閾値を超え、虚像３０５の視距離が
第２閾値を超えた場合、制御部５は、虚像３０５の大きさを変更する。具体的には、表示
制御部５２は、変更後の虚像３０５Ａの大きさを、変更前の虚像３０５の大きさよりも大
きくしている。これにより、虚像３０５Ａで囲まれる範囲が広がるので、表示部４０に加
わる振動によって虚像３０５Ａの位置がぶれたとしても、虚像３０５Ａと落下物７００の
位置がずれにくくなり、虚像３０４Ｂの表示位置の位置ずれが目立ちにくくなる。なお、
表示制御部５２は、振動が第１閾値を超え、虚像３０５の視距離が第２閾値を超えた場合
、虚像３０５の大きさを変更前に比べて小さくしてもよい。虚像３０５の大きさを小さく
することで、変更後の虚像が目立ちにくくなり、変更後の虚像の表示位置の位置ずれが目
立ちにくくなる。
【００６８】
　また、表示制御部５２は、表示部４０に加わる振動が第１閾値を超え、虚像３００の視
距離が第２閾値を超えた場合に、虚像３００のうち視距離が第２閾値を超えている部分の
色を、視距離が第２閾値以下の部分に比べて目立たない色に変えてもよい。また、表示制
御部５２は、表示部４０に加わる振動が第１閾値を超え、虚像３００の視距離が第２閾値
を超えた場合、虚像３００のうち視距離が第２閾値を超えている部分の色の濃さを、視距
離が第２閾値以下の部分に比べて薄くしてもよい。また、表示制御部５２は、表示部４０
に加わる振動が第１閾値を超え、虚像３００の視距離が第２閾値を超えた場合、虚像３０
０のうち視距離が第２閾値を超えている部分の輪郭をぼかしたり、虚像３００のコントラ
ストを低下させてもよい。
【００６９】
　なお、表示制御部５２は、虚像３００の透過率、大きさ、形状、色、輪郭等のうちの複
数を組み合わせて変化させることで、変更後の虚像３００を目立ちにくくしてもよい。
【００７０】
　（４）変形例
　上記実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記実施形態は、本開示
の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、表示システム１
０と同様の機能は、表示システム１０の制御方法、プログラム、又はプログラムを記録し
た非一時的な記録媒体等で具現化されてもよい。一態様に係る表示システム１０の制御方
法は、対象空間４００に虚像３００を表示する表示部４０と、表示部４０の表示を制御す
る制御部５と、表示部４０に加わる振動に関する振動情報を取得する取得部６と、を備え
た表示システム１０の制御方法である。一態様に係る表示システム１０の制御方法では、
振動情報に基づいて振動が第１閾値を超え、虚像３００の視距離が第２閾値を超えると、
表示部４０が表示する虚像３００の表示態様を制御部５に変化させる。一態様に係る（コ
ンピュータ）プログラムは、コンピュータシステムに、表示システム１０の制御方法を実
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行させるためのプログラムである。
【００７１】
　以下、上記実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて
適用可能である。
【００７２】
　本開示における表示システム１０、情報提示システム２０、又は表示システム１０の制
御方法の実行主体は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハ
ードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモ
リに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における表示シ
ステム１０、情報提示システム２０、又は表示システム１０の制御方法の実行主体として
の機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてい
てもよいが、電気通信回線を通じて提供されてもよいし、コンピュータシステムで読み取
り可能な非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。この種の非一時的な記録媒
体としては、メモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等がある。コンピュ
ータシステムのプロセッサは、半導体集積回路（ＩＣ）又は大規模集積回路（ＬＳＩ）を
含む１乃至複数の電子回路で構成される。複数の電子回路は、１つのチップに集約されて
いてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、１つの
装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。
【００７３】
　また、表示システム１０の取得部６、表示部４０、制御部５の機能が、２つ以上のシス
テムに分散して設けられてもよい。また、表示システム１０の制御部５の機能が、例えば
、クラウド（クラウドコンピューティング）によって実現されてもよい。
【００７４】
　情報提示システム２０は、表示システム１０と、検知システム７とで実現されているが
、この構成に限らず、例えば、表示システム１０と、検知システム７とのうちの１つのシ
ステムで実現されてもよい。例えば、検知システム７の機能が、表示システム１０に集約
されていてもよい。
【００７５】
　表示システム１０の制御部５は、表示システム１０又は自動車１００が備える通信部と
外部との通信によって取得した情報に基づいて虚像３００の内容を決定してもよい。制御
部５は、自動車１００と周辺車両との車車間通信（Ｖ２Ｖ：Vehicle to Vehicle）、自動
車１００と周辺車両又はインフラ（infrastructure）との車車間・路車間通信（Ｖ２Ｘ：
Vehicle to Everything）等で得た情報をもとに虚像３００の内容を決定してもよい。ま
た、インフラにて対象空間４００に投影する虚像３００の内容を決定してもよく、この場
合、自動車１００には、制御部５の少なくとも一部が搭載されなくてもよい。
【００７６】
　また、表示システム１０は、自動車１００の進行方向の前方に設定された対象空間４０
０に虚像３００を投影する構成に限らず、例えば、自動車１００の進行方向の側方、後方
、又は上方等に虚像３００を投影してもよい。
【００７７】
　また、表示システム１０は、自動車１００に用いられるヘッドアップディスプレイに限
らず、例えば、二輪車、電車、航空機、建設機械、及び船舶等、自動車１００以外の移動
体にも適用可能である。さらに、表示システム１０は、移動体に限らず、例えば、アミュ
ーズメント施設で用いられてもよいし、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ：Head Mou
nted Display）等のウェアラブル端末、医療設備、又は据置型の装置として用いられても
よい。
【００７８】
　表示システム１０の表示部４０は可動スクリーン１ａと固定スクリーン１ｂとを備えて
いるが、少なくとも可動スクリーン１ａを備えていればよい。
【００７９】
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　また、表示部４０は、レーザ光を用いて虚像を投影する構成に限らない。例えば、表示
部４０は、拡散透過型のスクリーン１に対し、スクリーン１の背後からプロジェクタで画
像（虚像３００）を投影する構成であってもよい。また、表示部４０は、液晶ディスプレ
イで表示された画像に応じた虚像３００を投影光学系４を介して投影してもよい。
【００８０】
　また、表示部４０から照射された光を反射する反射部材が、自動車１００のウインドシ
ールド１０１で構成されているが、反射部材はウインドシールド１０１に限定されず、ウ
インドシールド１０１とは別体に設けられた透光板でもよい。
【００８１】
　（まとめ）
　以上説明したように、第１の態様の表示システム（１０）は、第１の態様において、表
示部（４０）と、制御部（５）と、取得部（６）とを備える。表示部（４０）は、対象空
間（４００）に虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）を表示する。制
御部（５）は、表示部（４０）の表示を制御する。取得部（６）は、表示部（４０）に加
わる振動に関する振動情報を取得する。制御部（５）は、振動情報に基づいて振動が第１
閾値を超え、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の視距離が第２閾
値を超えると、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の表示態様を変
化させる。
【００８２】
　第１の態様によれば、振動が第１閾値を超え、視距離が第２閾値を超えた場合に、虚像
（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の表示態様が変化しない場合に比べ
、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）のぶれを目立ちにくくできる
。したがって、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の表示位置の位
置ずれを目立ちにくくできる
　第２の態様の表示システム（１０）は、第１の態様において、表示態様は虚像（３００
～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の透過率である。
【００８３】
　第２の態様によれば、透過率を変化させることで虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３
０４Ｂ，３０５Ａ）の視認性を変化させることができる。したがって、振動によって発生
する虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の表示位置の位置ずれを目
立ちにくくできる。
【００８４】
　第３の態様の表示システム（１０）は、第１又は第２の態様において、表示態様は虚像
（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の大きさである。
【００８５】
　第３の態様によれば、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の大き
さを大きくすれば、振動によって位置がずれた場合でも実空間に存在する物体と虚像（３
００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）との位置ずれが目立ちにくくなる。逆に
、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の大きさを小さくすれば、虚
像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）自体が目立ちにくくなるので、そ
の位置ずれを目立ちにくくできる。
【００８６】
　第４の態様の表示システム（１０）は、第１～第３のいずれか１つの態様において、表
示態様は虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の形状である。
【００８７】
　第４の態様によれば、振動によって発生する虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４
Ｂ，３０５Ａ）の位置ずれが目立ちにくいような形状に、虚像（３００～３０５，３０４
Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の形状を変化させることができる。
【００８８】
　第５の態様の表示システム（１０）は、第４の態様において、制御部（５）は、視距離
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が第２閾値以下に収まるように虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）
の形状を変化させる。
【００８９】
　第５の態様によれば、視距離が第２閾値以下に収まるような形状に変化させることで、
視距離が第２閾値を超えているような虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０
５Ａ）を表示する場合に比べて、振動によって発生する位置ずれが目立ちにくくなる。
【００９０】
　第６の態様の表示システム（１０）は、第１～第５のいずれか１つの態様において、振
動は、表示部（４０）の姿勢の時間変化である。
【００９１】
　第６の態様によれば、表示部（４０）の姿勢を検出するセンサ（７１）の検出結果を用
いて、表示部（４０）に加わる振動が第１閾値を超えているか否かを判断できる。
【００９２】
　第７の態様の情報提示システム（２０）は、第１～第６のいずれか１つの態様の表示シ
ステム（１０）と、表示部（４０）に加わる振動を検知する検知システム（７）と、を備
える。取得部（６）は、検知システム（７）から検知情報を取得する。
【００９３】
　第７の態様によれば、虚像の表示位置の位置ずれを目立ちにくくできる情報提示システ
ム（２０）を実現できる。
【００９４】
　第８の態様の表示システム（１０）の制御方法は、表示部（４０）と、制御部（５）と
、取得部（６）とを備える表示システム（１０）の制御方法である。表示部（４０）は、
対象空間（４００）に虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）を表示す
る。制御部（５）は、表示部（４０）の表示を制御する。取得部（６）は、表示部（４０
）に加わる振動に関する振動情報を取得する。第８の態様の制御方法では、振動情報に基
づいて振動が第１閾値を超え、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）
の視距離が第２閾値を超えると、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ
）の表示態様を制御部（５）に変化させる。
【００９５】
　第８の態様によれば、振動が第１閾値を超え、視距離が第２閾値を超えた場合に、虚像
（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の表示態様が変化しない場合に比べ
、虚像（３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）の位置ずれを目立ちにくくで
きる。
【００９６】
　第９の態様のプログラムは、コンピュータシステムに、第８の態様の表示システム（１
０）の制御方法を実行させるためのプログラムである。
【００９７】
　第１０の態様の移動体（１００）は、第１～第６のいずれか１つの態様の表示システム
（１０）と、反射部材（１０１）と、を備える。反射部材（１０１）は、光透過性を有し
、表示部（４０）から出射された光を反射することによって対象者（２００）に虚像（３
００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ）を視認させる。
【００９８】
　第１０の態様によれば、虚像の表示位置の位置ずれを目立ちにくくできる移動体（１０
０）を実現できる。
【００９９】
　第２～第６の態様に係る構成については、表示システム（１０）に必須の構成ではなく
、適宜省略可能である。
【符号の説明】
【０１００】
　５　制御部
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　６　取得部
　７　検知システム
　１０　表示システム
　２０　情報提示システム
　４０　表示部
　５２　表示制御部（制御部）
　７１　振動検知部
　１００　自動車（移動体）
　１０１　ウインドシールド（反射部材）
　２００　ユーザ（対象者）
　３００～３０５，３０４Ａ，３０４Ｂ，３０５Ａ　虚像
　４００　対象空間

【図１】 【図２】
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